
様式第４号（第７条関係） 

 

パブリックコメント募集案件概要書 

【案件名：つくば市都市計画マスタープラン及びつくば市立地適正化計画（案）】 

つくば市都市計画部都市計画課 

 

○ 計画等を必要とする背景・提案に至るまでの経緯 

現行の都市計画マスタープランの策定から９年、立地適正化計画の策定から６

年が経過し、昨今の都市を取り巻く状況も大きく変化していることに鑑み、現行

計画策定後に策定された各種計画を踏まえつつ、両計画を一体的に見直し、「つく

ば市都市計画マスタープラン及びつくば市立地適正化計画」を策定する。 

（経過） 

・策定委員会を開催（令和４年度２回、令和５年度４回） 

・市都市計画審議会に事前報告（令和６年３月 26 日） 

・庁内関係各課に意見照会（令和６年４月 24 日～５月 14 日） 

・茨城県都市計画課と事前協議（令和６年５月 27 日～６月 27 日） 

・茨城県関係各課に意見照会（令和６年７月１日～７月 12 日） 

 

○ 他の自治体の類似する計画等の事例 

 茨城県内において、都市計画マスタープランは、つくば市を除く 42 市町村で策

定されており、立地適正化計画は、つくば市を除く 31 市町村で策定されている。 

 

○ 未来構想における根拠又は位置付け 

つくば市未来構想では、社会・経済等の情勢変化に的確に対応し、諸課題を克

服しながら次の世代に継承・発展させていく「持続可能都市」を目指している。

つくば市都市計画マスタープラン及びつくば市立地適正化計画では、将来都市構

造として、「拠点連携型持続可能都市」の構築を進め、つくば市未来構想におけ

るまちづくりの理念と目指すまちの姿を共有する。 

 

○ 関係法令、条例等 

都市計画法、都市再生特別措置法 

 

○ 計画等の実施により予測される影響及び効果（算出できるものはコストを含む。） 

都市としての持続可能性の視点から、市民、行政、議会、地域団体、大学・研

究機関、企業などが一体となって、これまでに培われた本市の魅力をさらに磨き

上げ、科学技術を最大限に活用しながら、誰もが自分らしく生き、幸せがあふれ

るまちを創り出し、次世代に引き継いでいくことができる。 
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